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平成２８年労第５５６号  

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する｡ 

 

事実及び理由 

 

第１ 再審査請求の趣旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による休業給付を支給しない

旨の処分を取り消すとの裁決を求めることにある。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人は、平成○年○月○日、Ａ所在のＢ会社（以下「会社」という。）に雇用

され、営業職として就労していた。 

２ 請求人によれば、平成○年○月○日、自宅から徒歩にて、自宅の最寄駅である

Ｃ駅に向かう通勤途中、自動車にはねられて負傷したという。請求人は、同日、

Ｄ病院に受診し「頚椎・腰椎捻挫、左肘・右上腕・右肩打撲、右腓骨頭骨折、右

膝内側々副靭帯損傷」（以下「本件傷病」という。）と診断された。 

３ 請求人は、本件傷病は通勤によるものであるとして、監督署長に療養給付及び

休業給付の請求をしたところ、監督署長は請求人の本件傷病は通勤によるもので

あると認め、これらを支給してきたが、監督署長は、請求人に対し、平成○年○

月○日付けで同年○月○日をもって治癒として取り扱う旨の「治ゆの認定につい

て」を通知した。 

請求人は、その後も療養のための休業が必要であるとして、監督署長に、同年

○月○日から同月○日までの期間に係る休業給付の請求をしたところ、監督署長

は、治癒後の請求であるとして、これを支給しない旨の処分（以下「本件処分」

という。）をした。 

４ 請求人は、本件処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に対し審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄

却する旨の決定をした。 
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５ 本件は、請求人が、更にこの決定を不服として、本件処分の取消しを求めて再

審査請求に及んだ事案である。 

第３ 当事者の主張の要旨 

（略） 

第４ 争  点 

請求人の本件傷病は、平成○年○月○日をもって治癒したとして、同年○月○日

以降の期間に係る休業給付を支給しないとした本件処分が妥当であると認められる

か。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由 

１ 当審査会の事実認定及び判断 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人は、本件再審査請求において、右足膝の痛みと下半身のしびれがあり、

月１回通院して投薬治療を受け続けているので、いまだ治癒には至っていない

旨の主張をしている。 

（２）しかしながら、主治医は、平成○年○月○日付け診断書において、過去１年

間における療養の内容及び経過について、「保存的（リハビリ、内服薬）、症

状に大きな変化はない。」と、今後６か月間の療養等の見通しについて、「症

状固定も予定する。」と所見し、平成○年○月○日付け診断書において、過去

１年間における療養の内容及び経過について、「内服及びリハビリを行った。

病状の著明な改善は認めない。」と所見している。また、診療録からも、鎮痛

薬の処方、リハビリ等の対症療法を中心としたものであることが認められる。

さらに、Ｅ医師は、同年○月○日付け意見書において、「主治医の診断書等よ

り、既に症状固定の状態にある。」と述べている。 

以上の医学的見解及び請求人に対する治療内容を勘案すると、当審査会とし

ても、遅くとも平成○年○月頃には療養を行ってもその医療効果が期待できる

とは認められない状態にあったものと判断する。 

したがって、当審査会としても、決定書理由に説示のとおり、請求人の本件

傷病は、平成○年○月○日をもって治癒していたものと判断する。 
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（３）なお、請求人のその余の主張を精査するも、上記判断を左右するものは見い

だせなかった。 

３ 結  論 

以上のとおりであるので、監督署長が請求人に対してした平成○年○月○日以

降の休業給付を支給しない旨の処分は妥当であって、これを取り消すべき理由は

ないから、請求人の本件再審査請求は棄却する。 

よって、主文のとおり裁決する。 


